
※ 復興特別所得税額　欄の記入をお忘れなく。

－ － － － －

( 　 － 　 － 　 )

農 業

税務署長
年 月 日 平成

不 動 産

利 子

申告書Ｂ

住 所

世帯主の氏名

平 成   年
１ 月 １ 日
の 住 所

配 当

氏 名

性 別

男 女

生年
月日

番号

電話
番号

収

入

金

額

等

ア

0

26

ウ

エ

給 与

雑

総
合
譲
渡

一 時

公的年金等

そ の 他

短 期

長 期

所

得

金

額

農 業

不 動 産

利 子

配 当

給与

総 合 譲 渡 ・ 一 時

合 計

雑

雑 損 控 除

医 療 費 控 除

社会保険料控除

小規模企業共済等掛金控除

営 業 等事

業

営 業 等

生命保険料控除

事

業

地震保険料控除

寄 附 金 控 除

寡婦 ､寡夫控除

勤労学生､障害者控除

～
配偶者(特別)控除

扶 養 控 除

基 礎 控 除

合 計

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

①

②

③

④

⑤

税

金

の

計

算

0 0

27

30

0

0

未納付の所得税及び復興特別
所 得 税 の 源 泉 徴 収 税 額

0

～

29

28

45

0 0
21

22

所得税の源泉徴収税額の合計額

0 0 0 0
0 0 0

そ

の

他

46

44

0

変動･臨時所得金額

預金
種類0

整
理
欄

区
分
異
動

0 0

届

出

延

納

の

（ 単 位 は 円 ）

フリガナ

屋 号 ・ 雅 号 世帯主との続柄

翌 年 以 降
送 付 不 要

⑥

区
分

0 0 0

所 得 税 及 び 復 興

特 別 所 得 税 の

第 3 期 分 の 税 額

0

42

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ ＦＡ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ

（
平
成
二
十
七
年
分
以
降
用
）

年 月 日

納 管

口座番号

記号番号

郵便局
名 等

0 0

銀行 　　
金庫･組合
農協･漁協

印

受

取

場

所

還
付
さ
れ
る
税
金
の

48

49

イ

0 0
0 0

本店･支店
出張所 　
本所･支所

0

第
一
表

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑱
⑲　

～⑳

区
分

25

23

24

配 当 控 除

区
分

（ 特 定 増 改 築 等 ）

住宅借入金等特別控除

政党等寄附金等特別控除

差 引 所 得 税 額

外国税額控除

所 得 税 及 び 復 興 特 別
所得税の源泉徴収税額

L

所 得 税 及 び 復 興 特 別
所 得 税 の 申 告 納 税 額

所 得 税 及 び 復 興 特 別
所 得 税 の 予 定 納 税 額

専従者給与(控除)額の合計額

平均課税対象金額

配偶者の合計所得金額

課税される所得金額

上の　に対する税額
又 は 第 三 表 の

又は第三表

41

災 害 減 免 額

青色申告特別控除額

本年分で差し引く繰越損失額

43

延 納 届 出 額

申告期限までに納付する金額

～

35

37

－ － － －

納める税金

還付される税金

当 座普 通 納税準備 貯 蓄

区
分

受付印

管
理

又 は
事 業 所
事 務 所
居所など 職 業

種 類

47

51

52

50

54

55

53

57

58

56

28 29

区
分

一 連
番 号

39

27 30 31(

国税庁HP(2016:05:20;08:55:24.0T)

43 44

(　－　)45 46

(　－　)9 25

( 第 1 期 分 ・ 第 2 期 分 )

26
86

＋{(　＋　)×／}コ サケ ２
１

特農の
表 示

事 績

事 業

住 民

資 産

総 合

分 離

検 算

通　信
日付印

年月日

・ ・

渋谷

28 3 9 2 7

1 5 1 0 0 6 1

4

東京都渋谷区初台初台

同 上

テ ス ト テ ス ト

テスト テスト

テスト テスト テスト テスト○

3 5 4 1 1 2 7 0 3 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0

番
号

33

6 0 0 0 0 0 0

4 2 6 0 0 0 0

4 2 6 0 0 0 0

8 8 0 0 0 0

9 0 0 0 0

3 8

3 8
1 7 3 0 0 0 0

2 5 3 0
1 5 5 5 0 0

2 0 0 0 0 0

0

住宅耐震改修特別控除

7 7 5 0 0
7 7 5 0 0-

7 7 5 0 0

住宅特定改修・認定住宅
新築等特別税額控除

税 理 士
署 名 押 印
電 話 番 号

印

テスト テスト

○

0 0 0 0 0 0 0

自　宅・勤務先・携　帯

〇

税理士法第30条
の 書 面 提 出 有

税理士法第3 3条
の2の書面提出有

再 差 引 所 得 税 額
（ 基 準 所 得 税 額 ）

38

0

年分の 確定

28

31

33

3532 36 37

( 　 － 　 )

)

区
分

所 得 税 及 び
復興特別所得税 の

区
分

38 39
40

41

42

0
0
0

復 興 特 別 所 得 税 額

( 　 × 　 　 )40 2.1％

所得税及び復興特別所得税の額

( 　 ＋ 　 )40 41

雑所得･一時所得等の所得税及び復興特別



この台紙からはみ出さないように貼ってください。

の り し ろ

氏 名
フリ　　ガナ東京都渋谷区初台初台

住 所
テスト テスト

テスト テスト

添付書類台紙

を提出する場合は、上記の書類（該当するものに限ります。）

①から⑤以外の書類やのりしろで貼りきれない大きな書類は、この台紙の裏面
や適宜の用紙に貼ってください。

源 泉 徴 収 票

③

社 会 保 険 料

②

生 命 保 険 料 控 除 関 係 書 類

地 震 保 険 料 控 除 関 係 書 類

①

※

⑤

平成

※

※

2 7

又 は
事 業 所
事 務 所
居所など

国税庁HP(2016:05:20;08:55:24.0T)

医療費の領収書等は、この台紙には貼らずに、医療費の明細書(封筒)や適宜
の封筒に入れて提出してください。

寄 附 金 控 除 関 係 書 類

④ の り し ろ

の り し ろ

の り し ろ

の り し ろ

控除関係書類

確定申告書年分の所得税及び復興特別所得税の

小規模企業共済等掛金

申告書

⑤の順にのりづけし、 と一緒に提出してください。

を に添付するか を提出する際に提示する必要がありま申告書 申告書
す（源泉徴収票は添付が必要です。）。
書類を添付する場合は、この台紙に源泉徴収票などの書類を①から

申告書

復興特別所得税の記入漏れにご注意ください！！



明・大
昭・平

6,000,000

特例適用条文等

第
二
表
は
、
第
一
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

源
泉
徴
収
票
、
国
民
年
金
保
険
料
や
生
命
保
険
料
の
支
払
証
明
書
な
ど
申
告
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
は
添
付
書
類
台
紙
な
ど
に
貼
っ
て
く
だ
さ
い
。

種目・所得の生ずる場所又は
給与などの支払者の氏名・名称

第
二
表

収 入 金 額

年分の平成

氏 名
フリ

所得税及び復興特別
所得税の源泉徴収税額

円 円

平成27年1月1日居住開始

所得の内訳

従事月数･程度
仕 事 の 内 容 専従者給与(控除)額

寄 附 金

事業専従者に関する事項

所得の種類

〇

雑所得(公的年金等以外)､総合課税の配当所得･譲渡所得､一時所得に関する事項

50

種目・所得の
生 ず る 場 所 収 入 金 額 必要経費等 差 引 金 額

円円円

続柄

住民税・事業税に関する事項

所得の種類

(

平
成
二
十
七
年
分
以
降
用)

〇44
円

損 害 の 原 因 損 害 年 月 日 損害を受けた資産の種類など

明・大
昭・平

円

所得から差し引かれる金額に関する事項

明・大
昭・平

明･大
昭･平

氏 名

円

円

円

円

円

支払医療費

寡婦(寡夫)控除 勤労学生控除

配 偶 者 控 除

配偶者特別控除

死 別
離 婚

生 死 不 明
未 帰 還

学校名

配 偶 者 の 氏 名

料

控

除

生

命

保

険

円

扶養控除額の合計

円

控除対象扶養親族の氏名

社
会
保
険
料
控
除

控

除

医
療
費

・ ・

生 年 月 日

・ ・

・ ・

万円

・ ・

続 柄 生 年 月 日

万円

雑
損
控
除

控 除 額

・ ・

等

掛

金

控

除

小
規
模
企
業
共
済

専従者給与(控除)額の合計額

控

除

障
害
者

住 所

配
偶
者(

特
別)

控
除･

扶
養
控
除

〇14

国税庁HP(2016:05:20;08:55:24.0T)

〇16

合 計 合 計

住

民

税

円

円新生命保険料の計

控

除

寄
附
金

損害金額

番
号

ガナ

〇11

〇10

社会保険の種類 支 払 保 険 料
〇12 〇13

掛 金 の 種 類 支 払 掛 金

〇21

〇23

〇23

円

円

事

業

税

住
所

氏
名

〇15
料
控
除

地
震
保
険

新個人年金保険料の計

寄 附 先 の

～
所 得 税 及 び 復 興 特 別
所 得 税 の 源 泉 徴 収 税 額 の
合 計 額

地震保険料の計 旧長期損害保険料の計

所在地・名称

保険金などで
補 塡 さ れ る
金 額

差引損失額の
うち災害関連
支 出 の 金 額

保険金などで

補塡される金額

〇20

本
人
該
当
事
項〇19

〇18
～

介護医療保険料の計

旧生命保険料の計

旧個人年金保険料の計

番
号

所得
金額

給与から差引き

自 分 で 納 付

所 得 税 で 控 除 対 象 配 偶 者
な ど と し た 専 従 者

配当に関する住民税の特例

非 居 住 者 の 特 例

配 当 割 額 控 除 額

株式等譲渡所得割額控除額

非 課 税 所 得 な ど

屋 号

明・大

昭・平

明・大
昭・平

氏 名

生年月日

生年月日

氏 名

事業用資産の譲渡損失など

不 動 産 所 得 か ら 差 し 引 い た
青 色 申 告 特 別 控 除 額

・ ・

・ ・

損 益 通 算 の 特 例 適 用 前 の
不 動 産 所 得

一連

2 7

東京都渋谷区初台初台

テスト
テスト テスト

テスト テスト

給与
サンプル株式会社
東京都

77,500

前年中の開(廃)業 開始・廃止 他都道府県の事務所等月
日

77,500

給与・公的年金等に係る所得以外(平成  年4月1日において
65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法の選択

16
歳
未
満
の
扶
養
親
族

扶 養 親 族 の 氏 名 続 柄

・ ・平

源泉徴収票のと
おり 880,000

880,000

110,000

80,000

寄 附 金

生 年 月 日

配偶者 ○ 55 1 1

番号

別 居 の 場 合 の 住 所

税額控除

条 例

指 定 分

都道府県、市区町村分

住所地の共同募金会、
日 赤 支 部 分

都 道 府 県

市 区 町 村

別居の控除対象配偶者・控除対象扶養親族
・事業専従者の氏名・住所

・ ・平

・ ・平

氏
名

給
与

の確定申告書Ｂ所 得 税 及 び
復興特別所得税

(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)

28



( )( )( )( ) Ｄの①ロ リ○ ホ○ リ (ホ×Ｂの①) ○ (ロ×Ａの①) ( )

住宅借入金等の年末残高
※連帯債務がない場合には、100.00％と書きます。

の ( 床 ) 面 積

② と ⑤ の い ず れ か

年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書平成 2 7

番 号この明細書は、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合に使用します。
この明細書の書き方については、 を参照してください。の

提
出
用

1 住所及び氏名 (共有者の氏名)

氏　名

フリガナ

郵便番号

電話番号

１ 年齢が50歳以上(同居親族の方の場合は65歳以上)

－

(       )
フ リ ガ ナ

フリガナ

氏　名

氏　名

2 新築又は購入した家屋等に係る事項

増改築等の費用の額
取 得 対 価 の 額

総 ( 床 ) 面 積

う ち 居 住 用 部 分

家屋に関する事項 土地等に関する事項

イ

ロ

ニ

ハ

ホ

ヘ

ト

平成 平成． ． ． ．

特定増改築等住宅借入金等又は特定断熱改修住宅借入金等の年末残高

※小数点以下第2位まで書きます。

3 増改築等をした部分に係る事項

円

㎡

㎡

居 住 開 始 年 月 日
居 住 開 始 年 月 日

うち居住用部分の金額

チ

リ

ヌ

円

円

平成
． ．

家屋の取得対価の額又は増改築等の費用の額（ の

※ リ（補助金等がある場合は（ ）の６の金額）が100

5 家屋や土地等の取得対価の額

あ な た の 共 有 持 分
※共有の場合のみ書いてください。

あ な た の 持 分 に 係 る

取 得 対 価 の 額 等

①

②

家屋Ａ Ｂ Ｃ合計土地等 Ｄ増改築等

のＣの⑰ ( ) (Ａの　＋Ｂの　)又は(Ｂの　＋Ｄの　)

少 な い 方 の 金 額

控用 裏面

6 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高

新築、購入及び増改築等に係る
住宅借入金等の年末残高
連帯債務に係るあなたの負担割合

（ 　　　 の⑭の割合）

（ 　　　 の⑯の金額）

二面

申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（補助金等がある場合は(付表１)の③の金額）

（補助金等がある場合は(付表１)の④の金額）

※連帯債務がない場合には、③の金額を書きます。

控除の適用を受けることができます。

○

※下の適用を受ける場合には、該当する文字を○で囲んでください。適用期間の特例

○

⑥ × ⑦

居 住 用 割 合
※90％以上である場合には、100.0％と書きます。

居住用部分に係る住宅借入金等の年末残高

(

付表１又は

③

)

住宅借入金等の年末残高の合計額（　の⑧＋　の⑧＋　の⑧＋　の⑧)

○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○

※共有の場合のみ書いてください。

２ 障害者(１に該当する方を除きます。)

３ 要介護認定又は要支援認定を受けている
（１又は２に該当する方を除きます。)

同居親族の方が該当する場合は、その方の氏名等を書きます。

氏名( ) 続柄( )

住　所

※

････････

⑨の金額を の「住宅借入金等の年末残高の合計額⑨」欄に転記します。

･･････････････････

･･････････････････

のＤの⑰

高 齢 者 等 居 住 改 修

万円を超えるときに、増改築等に係る住宅借入金等特別

④

⑤

⑥

⑦

⑧

住 宅 の み 土 地 等 の み 住宅及び土地等 増 改 築 等Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ
円

円

円

円

円

％

％ハ

○

ニ ÷ リ

○

ヘ ヌ ÷

⑨

補 助 金 等 の 合 計 額

○

( ⑩ － ⑪ )

○

17

7 特定の増改築等に係る事項 (特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合のみ書いてください。)

Ｈ

特定断熱改修工事等の費用の額

金等特別控除の適用を受ける場合に、あなた又は同居

※2

親族の方について該当する欄をチェックします。

( ⑫ ＋ ⑭ )

円
※1

円

円

円

番
号

高齢者等居住改修工事等に係る特定増改築等住宅借入

二面 1

2 0 0 0 0 0⑱

の該当する算式のうち、いずれか一の算式により計算し、その番号を書きます。

9 控除証明書の要否

※ の⑱の金額を転記します。

8

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額（100円未満の端数切捨て）

一
面

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額

国税庁HP(2016:05:20;08:55:24.0T)

二面

住
民

平成  年分以後に年末調整でこの控除を受けるため、控除証明書の
交付を要する方は、右の「要する」の文字を○で囲んでください。

要する

重 複 適 用 重複適用の特例

断熱改修工事等の費用の額

ＧＦＥ

○ ○

○ ○ ○

○

付表１又は

整理欄

住
登
家

登
土

契
家

契
土 残 確 証 仮

台帳番号
一連番号

こ
の
明
細
書
は
、

※2

特定の増改築等工事の費用の合計額

あ な た の 持 分 に 係 る 特 定 の
増 改 築 等 工 事 の 費 用 の 額

( ⑮ 又 は ⑮ × 　  の ① ) (⑨と⑯のいずれか少ない方の金額(最高200万円。ただし、住宅の
増改築等が特定取得に該当
する場合は、最高250万円。))

4

認
定

10

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

付表１

○

○工 事 等 の 費 用 の 額
交 付 を 受 け る11

13 14

12

15

16○
D○

円

○

151 0061
東京都渋谷区初台
初台

テスト テスト

テスト テスト

2 7 1 1

0 0

0 0

03 0000 0000

3 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0

1 0 0

1 2 0

0 0 0 0 0 0 01

1 2 0

0 0

0 0

○ ○ ○

3 0 0 0 0 0 0 0

×○ ○ ○

1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

② ② ② ②

1 0 0 0 1 0 0 0

3 9 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0

3 9 0 0 0 0 0 0

3 9 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

3 9 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0

Ｄの①○○ ○ 付表１

(付表２)

(付表２)

28

⑥⑥× 又はＦの⑰○ ○

Ａ Ｂ Ｃ
付
１

付
２

、

※左の重複適用（の特例）を受ける場合

に の19の金額を右に転記します。二面 ○ ⑲
円

0 0

ト

の

÷

特定取得に係る事項
○ロ 又は の○リ ）に含まれる消費税額等が、８％の消費税及び地方消費税の税率により

課されるべき消費税額等である場合、右の「特定取得」の文字を○で囲んでください。
２

特 定 取 得

３

※ 1 　 ⑫ 欄 の 金 額 が 5 0 万 円 を 超 え る と き に 、 高 齢 者 等 居 住 改 修 工 事 等 に 係 る 特 定 増 改 築 等 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 の 適 用 を 受 け る こ と が で き ま す 。
※ 2 　 ⑬ 欄 又 は ⑭ 欄 の 金 額 が 5 0 万 円 超 え る と き に 、 （ 特 定 ） 断 熱 改 修 工 事 等 に 係 る 特 定 増 改 築 等 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 の 適 用 を 受 け る こ と が で き ま す 。



二
面

は

国税庁HP(2016:05:20;08:55:24.0T)

○次の該当する算式のうち、いずれか一の算式により計算します。

0 0

　二以上の住宅の取得等又は住宅の増改築等に係る住宅借入金等の金額がある場合（これらの住宅の取得等又は住宅の増改築等が同一の

平成13年１月１日から平
成13年６月30日までの間
に居住の用に供した場合

居住の用に供した日等

住宅借入金等の年末残高の合計額

算式等

住宅借入金
等特別控除
の適用を受
け る 場 合
（２から７
のいずれか
を選択する
場合を除き
ま す 。 ）

住宅借入金
等特別控除
の控除額の
特例を選択
し た 場 合

認定住
宅の新
築等に
係る住
宅借入
金等特
別控除
の特例
を選択
し た
場 合

の⑱欄に転記します。

(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除額

（100円未満の端数切捨て）

0 0

0 0

0 0

認定住
宅が認
定長期
優良住
宅に該
当する
と き

※ ２

0 0

(最高40万円)

平成24年中に居住
の用に供した場合

居住の用に供した日等

18

平成19年中に居住
の用に供した場合

平成18年中に居住
の用に供した場合

震災特例法
の住宅の再
取得等に係
る住宅借入
金等特別控
除の控除額
の特例を選
択した場合

算式等

18

⑱欄のかっこ内の金額は、居住の用に供した日の属する年における住宅の取得等又は住宅の増改築等に係る控除限度額となります。

（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書

平成19年中に居住
の用に供した場合

(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除額

(最高40万円)

（100円未満の端数切捨て）

平成25年中に居住
の用に供した場合

×0.01

0 0

0 0

円

番
号

4

＝9

18×

円

0.01＝9

18×0.01＝

円

0 0

平成23年中に居住
の用に供した場合

9

18×0.01

○重複適用又は震災特例法の重複適用の特例を受ける場合には、次の⑲欄を記載します。

又は

＝9

平成21年１月１日から平
成22年12月31日までの間
に居住の用に供した場合

18×0.01＝9

18×0.005＝

(最高40万円)

(最高50万円)

(最高15万円)

(最高10万円)

9

9

18×0.005

断熱改修工
事等に係る
特定増改築
等住宅借入
金等特別控
除を選択し
た 場 合

(最高12万５千円)

　一面
円

＝9

18×0.005

(最高15万円)

(最高12万円)

円

円

円

平成  年分　(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算

20000000

高齢者等居
住改修工事
等に係る特
定増改築等
住宅借入金
等特別控除
を選択した
場 合

年に属するもので、上記の表で同一の欄を使用して計算する場合を除きます。）には、その住宅の取得等又は住宅の増改築等ごとに

1

2

3

＝

⑱欄の金額を

円

円

　その作成した各明細書の⑱欄の金額の合計額を最も新しい住宅の取得等又は住宅の増改築等に係る明細書の⑲欄に記載します。

円

認定住
宅の新
築等に
係る住
宅借入
金等特
別控除
の特例
を選択
し た
場 合

円

円

の金額を転記します。

円

9

19

(最高30万円)

平成26年
1月1日か
ら平成27
年12月31
日までの
間に居住
の用に供
した場合

住宅の取得等が
特定取得に該当
するとき

19

認定住
宅が認
定低炭
素住宅
に該当
す る
と き

円

(最高25万円)

※ １

9

円

(最高30万円)

⑲欄の金額を

氏 名 テスト テスト

○

※

18×0.005＝9

×0.006

住宅の取得等が
特定取得に該当
しないとき

0 0

0 0

＝

平成21年６月４日から平
成23年12月31日までの間
に居住の用に供した場合

9

× 180.006

0 0

＝

(最高30万円)

平成20年中に居住
の用に供した場合

(最高50万円)

9 0 0

×

18×

平成20年中に居住
の用に供した場合

一面

0.01＝9

18×0.01

2 7

＝

の金額（最高1,000万円）

9

18×0.01＝9

18

0 0

番
号

の金額 (　 ×

の⑲欄に転記します。

0 0

5

平成26年
1月1日か
ら平成27
年12月31
日までの
間に居住
の用に供
した場合

6

円

7

円

住宅の取得等が
特定取得に該当
するとき

住宅の取得等が
特定取得に該当
しないとき

平成25年中に居住
の用に供した場合

円

円

円

平成24年12月４日から平
成24年12月31日までの間
に居住の用に供した場合

×0.01＝

0 0

9

※

180.012＝

の

0.02
＋

一面

重複適用を受ける場合

震災特例法の重複適用
の特例を受ける場合

各明細書の控除額（⑱の金額）の合計額（住宅の取得等又は住宅の増改築等に係
る控除限度額のうち最も高い控除限度額が限度となります。）を記載します。

各明細書の控除額（⑱の金額）の合計額を記載します。 0 0
0 0

9

（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書（再び居住の用に供した方用）

0 0

を作成します。

×

18×0.01＝9

18×0.01＝9

18×0.01＝9

18×0.01＝9

住宅の増改築等が特定取得に該当
するとき

住宅の増改築等が特定取得に該当
しないとき

住宅の増改築等が特定取得に該当
するとき

住宅の増改築等が特定取得に該当
しないとき

平成23年１月１日から平成25年12月31日までの
間に居住の用に供した場合

平成23年１月１日から平成25年12月31日までの
間に居住の用に供した場合

（ ａ － ＝

0 0

(最高20万円)

×

18

(最高60万円)

0.01
）

…… ａ（

(最高20万円)

）

2 0 0 0

9

17 ）
17

の金額（最高1,000万円）

の金額 (　 ×

0.012＝9

× 180.012＝9

× 180.012＝9

(最高12万５千円)

(最高12万５千円)

0.02
＋（ ａ － ＝

平成25年中に居住
の用に供した場合

平成24年中に居住
の用に供した場合

×0.01
）

平成26年
1月1日か
ら平成27
年12月31
日までの
間に居住
の用に供
した場合

住宅の取得等が
特定取得に該当
するとき

住宅の取得等が
特定取得に該当
しないとき

…… ａ（ ）
9

×0.01＝9

17 ）
17

の金額（最高1,000万円）

の金額 (　 × 0.02
＋（ ａ － ＝×0.01

）
…… ａ（ ）

9

17 ）
17

の金額（最高1,000万円）

の金額 (　 × 0.02
＋（ ａ － ＝×0.01

）
…… ａ（

18

18

18

18

18

18

(最高50万円) 円

(最高30万円) 円

(最高30万円) 円

(最高40万円) 円

円

(最高12万円) 円

(最高12万円) 円

円

(最高12万円) 円

(最高12万円) 円

(最高60万円) 円

(最高36万円) 円

(最高48万円) 円

平成26年
1月1日か
ら平成27
年12月31
日までの
間に居住
の用に供
した場合

平成26年
1月1日か
ら平成27
年12月31
日までの
間に居住
の用に供
した場合

平成26年４月１日から平
成27年12月31日までの間
に居住の用に供した場合

平成25年１月１日から平
成26年３月31日までの間
に居住の用に供した場合

平成23年１月１日から平
成24年12月31日までの間
に居住の用に供した場合

）
9

17 ）
17

の金額（最高1,000万円）

の金額 (　 × 0.02
＋（ ａ － ＝×0.01

）
…… ａ（ ）

9

17 ）
17

の金額（最高1,000万円）

の金額 (　 × 0.02
＋（ ａ － ＝×0.01

）
…… ａ（ ）

9

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

18

17 ）
17

提
出
用

と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

二
面

一
面



この明細書の書き方については、 の を参照してください。裏面 書き方
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提
出
用

補助金等がある場
合は の⑥の金額
を転記してくださ
い。○ 家 屋 ○ 土 地 等 ○ 増改築等

○土地等

増改築等

増改築等

増改築等

○家屋

氏名

こ
の
明
細
書
は
、
申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

補助金等の名称
※該当する箇所を○で囲んでください。

補助金等の内訳

平

この明細書は、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合で、平成23年６月30日以後に住宅の取得等若しくは住
宅の増改築等に係る契約をし、住宅の取得等若しくは住宅の増改築等に関し補助金等の交付を受けるとき、又は住宅取得等資金の
贈与税の非課税若しくは相続時精算課税選択の特例(以下、併せて「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。)の適用があると
きに、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」又は「（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書（
再び居住の用に供した方用）」(以下これらを「計算明細書」といいます。）の付表として使用します。

平

・

・ 家屋 ・土地等 ・家屋及び土地等

⑤

・

・

A B

①

②

平

③

補助金等控除前
の取得対価の額
交付を受ける

補助金等の合計額
取得対価の額
( ①－② )

円 円

3 住宅の増改築等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合

A○の③の金額を、 の「
」の○欄

に、○の③の金額を、 の「
」の

○欄に転記してください。

Ⅰ 補助金等の交付を受ける場合の取得対価の額等の計算

・

・ 家屋

交付年月日

・土地等 ・

補助金等の額（※）交付対象

家屋及び土地等
円

・

・ 家屋 ・

補助金等控除前の
増改築等の費用の額 ④

土地等 ・家屋及び土地等・

平 ・

・

⑥

⑩

交付を受ける
補助金等の合計額
増改築等の費用の額

( ④－⑤ )

円

4 （特定）断熱改修工事等の費用の額から控除すべき補助金等の交付を受ける場合

※ ⑥の金額が100万円を超えるときに、増改築等に係る住宅借入金等特別控除の適用を受ける
ことができます。

⑦

家屋 ・土地等

⑧

⑪

⑨

⑫

テスト テスト

断熱改修工事等の費用の額

特定断熱改修工事等の費用の額

・家屋及び土地等

交 付 を 受 け る
補助金等の合計額

交 付 を 受 け る
補助金等の合計額

・

( ⑦－⑧ )

1

※50万円を超える場合に限ります。

※50万円を超える場合に限ります。
( ⑩－⑪ )

円 円 円

円

（付表１）補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書

円 円

C D ○ 合 計E

増改築等

Ⅱ 住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算
住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けた場合に記入します。

F

⑬

⑭

⑮

※ 交付対象の別に合計した補助金等の額を次の から の「交付を受ける補助金等の合計額」欄に書いてください。

⑯

取得対価の額

２ ４

⑰

2 住宅の新築又は購入に関し補助金等の交付を受ける場合

あなたの共有持分
(計算明細書の①欄)

(⑬ × ⑭)

住宅取得等資金の贈与の
特例を受けた金額(※)
あなたの持分に係る

取得対価の額等
(⑮－⑯)

の○又は の○の③２ロ の○又は の○の③ホ ２ の○（ の⑥）３

／ ／ ／

円 円 円

円円

円

円円

計算明細書 リ計算明細書計算明細書 ○の⑬＋○の⑬又は○の⑬＋○の⑬

計算明細書

(平成 年分)

の「５
家屋や土地等の取
得対価の額」の①
をそれぞれ転記し
てください。

計算明細書の「５
家屋や土地等の取
得対価の額」の②
欄にそれぞれ転記
してください。

C D D F

計算明細書 ２新築
又は購入した家屋等に係る事項

計算明細書 ２
新築又は購入した家屋等に係る事項

B
ロ

ホ

計算明細書 ３増改築等をした部分に係る事項の「 」の○欄
に転記してください。

リ

の「 」の○の
②欄に転記してください。なお、共有持分がある場合は
「⑥× の○の①」の算式で計算した額を記入します。

計算明細書 ５家屋や土地等の取得対価の額

計算明細書 D

の「
」の⑬欄に転記してく

ださい。

の「
」の⑭欄に転記してく

ださい。

計算明細書 ７特定の増改築等
に係る事項

計算明細書 ７特定の増改築等
に係る事項

27

D

平成23年６月30日以後に住宅の取得等又は住宅の増改築等に係る契約をし、その住宅の取得等又は住宅の増改築等に関し補助金等
の交付を受ける場合に記入します。

30,000,000 10,000,000

30,000,000 10,000,000 40,000,000

0

30,000,000

0

10,000,000

40,000,000

40,000,000

0

(赤字のときは0)

(赤字のときは0)(赤字のときは0)

Ａ Ｂ

(赤字のときは0) (赤字のときは0) (赤字のときは0) (赤字のときは0)

なお、「家屋及び土地等」の補助金等の額がある方は、 の 又は の算式で計算した⑱又は⑲の額をそれぞれ の②裏面２（2） イ ロ
欄又は の②欄に転記します。

A
B

３

の の 又は の算式で計算した⑳又は○の金額をそれぞれ○の⑯欄又は○の⑯欄に転記します。21

※ ⑨又は⑫の金額が50万円を超えるときに、（特定）断熱改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

C D
※ 住宅取得等資金を「家屋及び土地等」の取得等に充てた場合や家屋と土地等のいずれの取得等に充てたか明らかでない場合には、

３ イ ロ
裏面



住宅借入金等の年末残高
※連帯債務がない場合には、100.00％と書きます。

の ( 床 ) 面 積

② と ⑤ の い ず れ か

年分平成 2 7

住

増改築等の費用の額
（補助金等がある場合は(付表１)の④の金額）取 得 対 価 の 額

（ 　　　 の⑭の割合）

1 住所及び氏名 (共有者の氏名)

氏　名

フリガナ

郵便番号

電話番号

１ 年齢が50歳以上(同居親族の方の場合は65歳以上)

－

(       )
フ リ ガ ナ

フリガナ

氏　名

氏　名

2 新築又は購入した家屋等に係る事項

（補助金等がある場合は(付表１)の③の金額）

(付表２)

総 ( 床 ) 面 積

う ち 居 住 用 部 分

家屋に関する事項 土地等に関する事項

イ

ロ

ニ

ハ

ホ

ヘ

ト

平成 平成． ． ． ．

特定増改築等住宅借入金等又は特定断熱改修住宅借入金等の年末残高

※小数点以下第2位まで書きます。

3 増改築等をした部分に係る事項

円

㎡

㎡

居 住 開 始 年 月 日
居 住 開 始 年 月 日

うち居住用部分の金額

チ

リ

ヌ

円

円

平成 ． ．

(付表２)（ 　　　 の⑯の金額）

5 家屋や土地等の取得対価の額

あ な た の 共 有 持 分
※共有の場合のみ書いてください。

あ な た の 持 分 に 係 る

取 得 対 価 の 額 等

①

②

家屋Ａ Ｂ Ｃ合計土地等 Ｄ増改築等

( )( )(Ａの　＋Ｂの　)又は(Ｂの　＋Ｄの　)

少 な い 方 の 金 額

( )

6 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高

新築、購入及び増改築等に係る
住宅借入金等の年末残高
連帯債務に係るあなたの負担割合

( ) Ｄの①

二面

リリ×

※連帯債務がない場合には、③の金額を書きます。

Ｄの①○○ ○ 付表１

⑥ × ⑦

居 住 用 割 合
※90％以上である場合には、100.0％と書きます。
居住用部分に係る住宅借入金等の年末残高

⑥

(

⑥×

③

)

住宅借入金等の年末残高の合計額（　の⑧＋　の⑧＋　の⑧＋　の⑧)

又は

○ ○ ○ ○ ○ ○

○

Ｆの⑰○

２ 障害者(１に該当する方を除きます。)

３ 要介護認定又は要支援認定を受けている

（１又は２に該当する方を除きます。)

同居親族の方が該当する場合は、その方の氏名等を書きます。

氏名( ) 続柄( )

住　所

※

････････

⑨の金額を の「住宅借入金等の年末残高の合計額⑨」欄に転記します。

･･････････････････

･･････････････････

○

高 齢 者 等 居 住 改 修

ホ

④

⑤

⑥

⑦

⑧

住 宅 の み 土 地 等 の み 住宅及び土地等 増 改 築 等Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ
円

円

円

円

円

％

％ハ

○

ニ ÷ ヘ

○

リヌ ÷

⑨

補 助 金 等 の 合 計 額

○

( ⑩ － ⑪ )

 (ホ×Ｂの①) ( )

17

7 特定の増改築等に係る事項 (特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合のみ書いてください。)

Ｈ

特定断熱改修工事等の費用の額

金等特別控除の適用を受ける場合に、あなた又は同居

※ 2

親族の方について該当する欄をチェックします。

(⑫＋⑭)

円
※ 1

円

円

円

番
号

高齢者等居住改修工事等に係る特定増改築等住宅借入

二面 1

2 0 0 0 0 0⑱

の該当する算式のうち、いずれか一の算式により計算し、その番号を書きます。

のＤの⑰○

※ の⑱の金額を転記します。

8

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額（100円未満の端数切捨て）

一
面

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額

国税庁HP(2016:05:20;08:55:24.0T)

二面

付表１又は○ ○ ○ロ

断熱改修工事等の費用の額

ＧＦＥ

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ (ロ×Ａの①) ( )のＣの⑰○付表１又は 、

※下の適用を受ける場合には、該当する文字を○で囲んでください。重複適用の特例重 複 適 用適用期間の特例

※ 左 の 重 複 適 用 （ の 特 例 ） を 受 け る

　場合に　　の19の金額を右に転記します。二面

※ 2

特定の増改築等工事の費用の合計額

あ な た の 持 分 に 係 る 特 定 の
増 改 築 等 工 事 の 費 用 の 額

( ⑮ 又 は ⑮ × 　  の ① ) (⑨と⑯のいずれか少ない方の金額(最高200万円。ただし、住宅の
増改築等が特定取得に該当
する場合は、最高250万円。))

※ 1 　 ⑫ 欄 の 金 額 が 5 0 万 円 を 超 え る と き に 、 高 齢 者 等 居 住 改 修 工 事 等 に 係 る 特 定 増 改 築 等 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 の 適 用 を 受 け る こ と が で き ま す 。

家屋の取得対価の額又は増改築等の費用の額（ の

○

10

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

⑲ 0

○

○工 事 等 の 費 用 の 額
交 付 を 受 け る11

13 14

12

15

16○
D○

0

円

の

151 0061
東京都渋谷区初台
初台

テスト テスト

テスト テスト

2 7 1 1

0 0

0 0

03 0000 0000

3 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0

1 0 0

1 2 0

0 0 0 0 0 0 01

1 2 0

0 0

0 0

円

○

3 0 0 0 0 0 0 0

○ ○ ○

1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

② ② ② ②

1 0 0 0 1 0 0 0

3 9 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0

3 9 0 0 0 0 0 0

3 9 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

3 9 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0

○ロ 又は の○リ ）に含まれる消費税額等が、８％の消費税及び地方消費税の税率により
課されるべき消費税額等である場合、右の「特定取得」の文字を○で囲んでください。

ト

4 特定取得に係る事項 特 定 取 得

２ ３

※ 2 　 ⑬ 欄 又 は ⑭ 欄 の 金 額 が 5 0 万 円 を 超 え る と き に 、 （ 特 定 ） 断 熱 改 修 工 事 等 に 係 る 特 定 増 改 築 等 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 の 適 用 を 受 け る こ と が で き ま す 。

÷



二
面

住

国税庁HP(2016:05:20;08:55:24.0T)

○次の該当する算式のうち、いずれか一の算式により計算します。

0 0

　二以上の住宅の取得等又は住宅の増改築等に係る住宅借入金等の金額がある場合（これらの住宅の取得等又は住宅の増改築等が同一の

平成13年１月１日から平
成13年６月30日までの間
に居住の用に供した場合

居住の用に供した日等

住宅借入金等の年末残高の合計額

算式等

住宅借入金
等特別控除
の適用を受
け る 場 合
（２から７
のいずれか
を選択する
場合を除き
ま す 。 ）

住宅借入金
等特別控除
の控除額の
特例を選択
し た 場 合

認定住
宅の新
築等に
係る住
宅借入
金等特
別控除
の特例
を選択
し た
場 合

の⑱欄に転記します。

(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除額

（100円未満の端数切捨て）

0 0

0 0

0 0

（特

※ ２

0 0

(最高40万円)

平成24年中に居住
の用に供した場合

居住の用に供した日等

18

平成19年中に居住
の用に供した場合

平成18年中に居住
の用に供した場合

方用）

算式等

18

⑱欄のかっこ内の金額は、居住の用に供した日の属する年における住宅の取得等又は住宅の増改築等に係る控除限度額となります。

定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書

平成19年中に居住
の用に供した場合

(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除額

(最高40万円)

（100円未満の端数切捨て）

平成25年中に居住
の用に供した場合

×0.01

0 0

0 0

円

番
号

4

＝9

18×

円

0.01＝9

18×0.01＝

円

0 0

平成23年中に居住
の用に供した場合

9

18×0.01

○重複適用又は震災特例法の重複適用の特例を受ける場合には、次の⑲欄を記載します。

又は

＝9

平成21年１月１日から平
成22年12月31日までの間
に居住の用に供した場合

18×0.01＝9

18×0.005＝

(最高40万円)

(最高50万円)

(最高15万円)

(最高10万円)

9

9

18×0.005

認定住
宅が認
定長期
優良住
宅に該
当する
と き

(最高12万５千円)

　一面
円

＝9

18×0.005

(最高15万円)

(最高12万円)

円

円

円

平成  年分　(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算

20000000

年に属するもので、上記の表で同一の欄を使用して計算する場合を除きます。）には、その住宅の取得等又は住宅の増改築等ごとに

1

2

3

＝

⑱欄の金額を

円

円

　その作成した各明細書の⑱欄の金額の合計額を最も新しい住宅の取得等又は住宅の増改築等に係る明細書の⑲欄に記載します。

円

円

円

の金額を転記します。

円

9

19

(最高30万円)

平成26年
1月1日か
ら平成27
年12月31
日までの
間に居住
の用に供
した場合

住宅の取得等が
特定取得に該当
するとき

19

円

(最高25万円)

※ １

9

円

(最高30万円)

⑲欄の金額

氏 名 テスト テスト

○

※

18×0.005＝9

×0.006

住宅の取得等が
特定取得に該当
しないとき

0 0

0 0

＝

平成21年６月４日から平
成23年12月31日までの間
に居住の用に供した場合

9

× 180.006

0 0

＝

(最高30万円)

平成20年中に居住
の用に供した場合

(最高50万円)

9 0 0

×

18×

平成20年中に居住
の用に供した場合

一面

0.01＝9

18×0.01

2 7

＝

の金額（最高1,000万円）

9

18×0.01＝9

18

0 0

番
号

の金額 (　 ×

の⑲欄に転記します。

0 0

5

高齢者等居
住改修工事
等に係る特
定増改築等
住宅借入金
等特別控除
を選択した
場 合

平成26年
1月1日か
ら平成27
年12月31
日までの
間に居住
の用に供
した場合

6

円

7

円

認定住
宅の新
築等に
係る住
宅借入
金等特
別控除
の特例
を選択
し た
場 合

認定住
宅が認
定低炭
素住宅
に該当
す る
と き

住宅の取得等が
特定取得に該当
するとき

住宅の取得等が
特定取得に該当
しないとき

平成25年中に居住
の用に供した場合

断熱改修工
事等に係る
特定増改築
等住宅借入
金等特別控
除を選択し
た 場 合

震災特例法
の住宅の再
取得等に係
る住宅借入
金等特別控
除の控除額
の特例を選
択した場合

円

円

円

平成24年12月４日から平
成24年12月31日までの間
に居住の用に供した場合

×0.01＝

0 0

9

※

180.012＝

の

0.02
＋

一面

重複適用を受ける場合

震災特例法の重複適用
の特例を受ける場合

各明細書の控除額（⑱の金額）の合計額（住宅の取得等又は住宅の増改築等に
係る控除限度額のうち最も高い控除限度額が限度となります。）を記載します。

各明細書の控除額（⑱の金額）の合計額を記載します。 0 0
0 0

9

（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書（再び居住の用に供した

0 0

を作成します。

×

18×0.01＝9

18×0.01＝9

18×0.01＝9

18×0.01＝9

住宅の増改築等が特定取得に該当
するとき

住宅の増改築等が特定取得に該当
しないとき

住宅の増改築等が特定取得に該当
するとき

住宅の増改築等が特定取得に該当
しないとき

平成23年１月１日から平成25年12月31日までの
間に居住の用に供した場合

平成23年１月１日から平成25年12月31日までの
間に居住の用に供した場合

（ ａ － ＝

0 0

(最高20万円)

×

18

(最高60万円)

0.01
）

…… ａ（

(最高20万円)

）

2 0 0 0

9

17 ）
17

の金額（最高1,000万円）

の金額 (　 ×

0.012＝9

× 180.012＝9

× 180.012＝9

(最高12万５千円)

(最高12万５千円)

0.02
＋（ ａ － ＝

平成25年中に居住
の用に供した場合

平成24年中に居住
の用に供した場合

×0.01
）

平成26年
1月1日か
ら平成27
年12月31
日までの
間に居住
の用に供
した場合

住宅の取得等が
特定取得に該当
するとき

住宅の取得等が
特定取得に該当
しないとき

…… ａ（ ）
9

×0.01＝9

17 ）
17

の金額（最高1,000万円）

の金額 (　 × 0.02
＋（ ａ － ＝×0.01

）
…… ａ（ ）

9

17 ）
17

の金額（最高1,000万円）

の金額 (　 × 0.02
＋（ ａ － ＝×0.01

）
…… ａ（

18

18

18

18

18

18

(最高50万円) 円

(最高30万円) 円

(最高30万円) 円

(最高40万円) 円

円

(最高12万円) 円

(最高12万円) 円

円

(最高12万円) 円

(最高12万円) 円

(最高60万円) 円

(最高36万円) 円

(最高48万円) 円

平成26年
1月1日か
ら平成27
年12月31
日までの
間に居住
の用に供
した場合

平成26年
1月1日か
ら平成27
年12月31
日までの
間に居住
の用に供
した場合

平成26年４月１日から平
成27年12月31日までの間
に居住の用に供した場合

平成25年１月１日から平
成26年３月31日までの間
に居住の用に供した場合

平成23年１月１日から平
成24年12月31日までの間
に居住の用に供した場合

）
9

17 ）
17

の金額（最高1,000万円）

の金額 (　 × 0.02
＋（ ａ － ＝×0.01

）
…… ａ（ ）

9

17 ）
17

の金額（最高1,000万円）

の金額 (　 × 0.02
＋（ ａ － ＝×0.01

）
…… ａ（ ）

9

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

18

17 ）
17



〇

86

－ － － － －

農 業

税務署長
年 月 日 平成

不 動 産

利 子

年分の

国税庁HP(2016:05:20;08:55:24.0T)

世帯主の氏名

平 成   年
１ 月 １ 日
の 住 所

〒

配 当

氏 名

性別

男 女

生年
月日

番 号

電話
番号

収

入

金

額

等

ア

0

26

ウ

エ

給 与

雑

総
合
譲
渡

一 時

公的年金等

そ の 他

短 期

長 期

所

得

金

額

農 業

不 動 産

利 子

配 当

給 与

総 合 譲 渡 ・ 一 時

合 計

雑

雑 損 控 除

医 療 費 控 除

社会保険料控除

小規模企業共済等掛金控除

営 業 等事

業

営 業 等

生命保険料控除

事

業

地震保険料控除

寄 附 金 控 除

寡婦 ､寡夫控除

勤労学生､障害者控除

配偶者(特別)控除
～

扶 養 控 除

基 礎 控 除

合 計

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

①

②

③

④

⑤

税

金

の

計

算

0 0

27

30

0
0

38

0

～

29

28

差 引 所 得 税 額

0 0
0 0 0 022

21

雑所得･一時所得等の所得税及び復興特別
所得税の源泉徴収税額の合計額

0 0 0

そ

の

他

44

－ － － －

0

変動･臨時所得金額

預金
種類0

○　収受事実を確認されたい方は、収受日付印を押なつしますので､   
　申告書提出時に請求してください（内容を証明するものではあり    
　ません。）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　※　所得金額の証明が必要な方は、納税証明書をご利用ください。  
○　この申告書を提出される方は、住民税・事業税の申告書を提出
　する必要がありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住 所

39

0 0

届

出

延

納

の

（単位は円）

フリガナ

屋号・雅号 世帯主との続柄

⑥

区
分

0 0 0

( 　 － 　 － 　 )

0

28

自　宅・勤務先・携　帯

29

～ 37

40

41

27 30 31

○

口座番号

記号番号

郵便局
名 等

0 0

銀行 　　
金庫･組合
農協･漁協

印

受

取

場

所

還
付
さ
れ
る
税
金
の

46

47

42

イ

0 0
0 0

本店･支店
出張所　 
本所･支所

0

第
一
表

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑱
⑲　

～⑳

25

23

24

42

43

配 当 控 除

区
分

（ 特 定 増 改 築 等 ）

住宅借入金等特別控除

政党等寄附金等特別控除

復
興
特
別
所
得
税
額
の
記
入
を
お
忘
れ
な
く
。

災 害 減 免 額

外国税額控除

35

所 得 税 及 び 復 興 特 別
所得税の源泉徴収税額
所 得 税 及 び 復 興 特 別
所 得 税 の 申 告 納 税 額

専従者給与(控除)額の合計額

平均課税対象金額

配偶者の合計所得金額

課税される所得金額

上の　に対する税額
又 は 第 三 表 の

又は第三表

・・

青色申告特別控除額

本年分で差し引く繰越損失額

未納付の所得税及び復興特別
所 得 税 の 源 泉 徴 収 税 額

延 納 届 出 額

申告期限までに納付する金額

区
分新築等特別税額控除

住宅特定改修・認定住宅
住宅耐震改修特別控除

所 得 税 及 び 復 興

特 別 所 得 税 の

第 3 期 分 の 税 額

納める税金

当座普通 納税準備 貯蓄

所 得 税 及 び 復 興 特 別
所 得 税 の 予 定 納 税 額

区
分

又 は
事 業 所
事 務 所
居所など

職業

分 離種 類 損 失 修 正 特 農

45

49

50

48

52

53

51

55

56

54

43

58

(

57

33

44

( 第 1 期 分 ・ 第 2 期 分 )

再 差 引 所 得 税 額
（ 基 準 所 得 税 額 ）

東京都渋谷区初台初台 テスト テスト

翌 年 以 降
送 付 不 要

税理士法第3 3条
の2の書面提出有

税理士法第30条
の 書 面 提 出 有

( 　 － 　 )38 39

(　－　)9 25

復 興 特 別 所 得 税 額

26

税 理 士
署 名 押 印
電 話 番 号

＋{(　＋　)×／}コ サケ ２
１

特農の
表 示

こ
の
用
紙
は
控
用
で
す
。

印

確定申告書Ｂ

28

33

31

3532 36 37

( 　 × 　 　 )

)

区
分

男 女

電話
番号

所 得 税 及 び
復興特別所得税の

区
分

区
分

40 2.1％

所得税及び復興特別所得税の額

( 　 ＋ 　 )40 41

還付される税金(　－　)45 46

0
0
0

印

・・

青 色 国 出 損 失 修 正

＋{(　＋　)×／}コ サケ ２
１

渋谷

28 3 9 2 7

1 5 1 0 0 6 1

同 上

テ ス ト テ ス ト

テスト テスト テスト テスト○

3 5 4 1 1 2 7 0 3 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0

4 2 6 0 0 0 0

4 2 6 0 0 0 0

8 8 0 0 0 0

9 0 0 0 0

3 8

3 8

1 7 3 0 0 0 0

2 5 3 0
1 5 5 5 0 0

2 0 0 0 0 0

0

7 7 5 0 0
7 7 5 0 0-

7 7 5 0 0

テスト テスト

○

0 0 0 0 0 0 0



従事月数 ･程度
仕 事 の 内 容

第
二
表

こ
の
用
紙
は
控
用
で
す
。

種目・所得の生ずる場所又は
給与などの支払者の氏名・名称

専従者給与(控除)額

収 入 金 額

28

平成

氏 名
フリ

所得税及び復興特別
所得税の源泉徴収税額

円 円

特例適用条文等

所得の内訳

円

円

事業専従者に関する事項

〇50

所得の種類

続柄

雑所得(公的年金等以外)､総合課税の配当所得･譲渡所得､一時所得に関する事項

専従者給与(控除)額の合計額

種目・所得の
生 ず る 場 所 収 入 金 額 必要経費等 差 引 金 額

円円円

明・大

昭・平

明・大
昭・平

所得の種類

氏 名

控

除

寄
附
金

〇44
円

損 害 の 原 因 損 害 年 月 日 損害を受けた資産の種類など

明・大
昭・平

円

所得から差し引かれる金額に関する事項

明・大
昭・平

明・大
昭・平

明･大
昭･平

氏 名

円

円

円

円

円

支払医療費

寡婦(寡夫)控除 勤労学生控除

配 偶 者 控 除
配偶者特別控除

死 別
離 婚

生 死 不 明
未 帰 還

学校名

配 偶 者 の 氏 名

料

控

除

生

命

保

険

円

扶養控除額の合計

円

控除対象扶養親族の氏名

社
会
保
険
料
控
除

控

除

医
療
費

・ ・

生 年 月 日

・ ・

・ ・

万円

・ ・

続 柄

生年月日

生年月日

生 年 月 日

万円

雑
損
控
除

控 除 額

・ ・

等

掛

金

控

除

小
規
模
企
業
共
済

氏 名

・ ・

控

除

障
害
者

住 所

配
偶
者(

特
別)

控
除･

扶
養
控
除

・ ・

〇14

〇16

合 計 合 計

〇15
料
控
除

損害金額

番
号

ガナ

〇11

〇10

社会保険の種類 支 払 保 険 料
〇12 〇13

掛 金 の 種 類 支 払 掛 金

〇21

〇23

〇23

円

円

地
震
保
険

新生命保険料の計

～
所 得 税 及 び 復 興 特 別
所 得 税 の 源 泉 徴 収 税 額 の
合 計 額

地震保険料の計 旧長期損害保険料の計

保険金などで
補 塡 さ れ る
金 額

差引損失額の
うち災害関連
支 出 の 金 額

保険金などで

補塡される金額

〇20

本
人
該
当
事
項〇19

〇18
～

屋 号

2 7

東京都渋谷区初台初台

テスト
テスト テスト

テスト テスト

給与
サンプル株式会社
東京都

6,000,000 77,500

77,500

住民税・事業税に関する事項

給与・公的年金等に係る所得以外(平成  年4月1日において
65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法の選択

16
歳
未
満
の
扶
養
親
族

事

業

税

円

円

番
号

所得
金額非 課 税 所 得 な ど

住
所

平成27年1月1日居住開始

氏
名

別居の控除対象配偶者・控除対象扶養親族
・ 事 業 専 従 者 の 氏 名 ・ 住 所

事業用資産の譲渡損失など
円

円

不 動 産 所 得 か ら 差 し 引 い た
青 色 申 告 特 別 控 除 額

氏
名

給
与

損 益 通 算 の 特 例 適 用 前 の
不 動 産 所 得

前年中の開(廃)業

給与から差引き
自 分 で 納 付

開始・廃止
所 得 税 で 控 除 対 象 配 偶 者
な ど と し た 専 従 者

配当に関する住民税の特例

非 居 住 者 の 特 例

配 当 割 額 控 除 額

株式等譲渡所得割額控除額

他都道府県の事務所等月
日

住

民

税

扶 養 親 族 の 氏 名 続 柄

源泉徴収票のと
おり 880,000

880,000

国税庁HP(2016:05:20;08:55:24.0T)

新個人年金保険料の計

介護医療保険料の計 80,000

110,000

寄 附 先 の

配偶者
○ 55 1 1

所在地・名称

生 年 月 日 別 居 の 場 合 の 住 所

・

寄 附  金
税 額 控 除

都道府県、市区町村分

住所地の共同募金会、
日 赤 支 部 分

条 例
指 定 分

都 道 府 県

市 区 町 村

円 円

・ ・平

・ ・平

・ ・平

寄 附 金

旧生命保険料の計

旧個人年金保険料の計

円円

(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)

の確定申告書Ｂ年分の所 得 税 及 び
復興特別所得税



住宅借入金等の年末残高
※連帯債務がない場合には、100.00％と書きます。

の ( 床 ) 面 積

② と ⑤ の い ず れ か

年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書平成 2 7

番 号
この明細書は、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合に使用します。
この明細書の書き方については、 を参照してください。の

控

用

1 住所及び氏名 (共有者の氏名)

氏　名

フリガナ

郵便番号

電話番号

１ 年齢が50歳以上(同居親族の方の場合は65歳以上)

－

(       )

フ リ ガ ナ

フリガナ

氏　名

氏　名

2 新築又は購入した家屋等に係る事項

増改築等の費用の額
取 得 対 価 の 額

総 ( 床 ) 面 積

う ち 居 住 用 部 分

家屋に関する事項 土地等に関する事項

イ

ロ

ニ

ハ

ホ

ヘ

ト

平成 平成． ． ． ．

※ 1 　 ⑫ 欄 の 金 額 が 5 0 万 円 を 超 え る と き に 、 高 齢 者 等 居 住 改 修 工 事 等 に 係 る 特 定 増 改 築 等 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 の 適 用 を 受 け る こ と が で き ま す 。

※小数点以下第2位まで書きます。

3 増改築等をした部分に係る事項

円

㎡

㎡

居 住 開 始 年 月 日
居 住 開 始 年 月 日

うち居住用部分の金額

チ

リ

ヌ

円

円

平成 ． ．

※ リ（補助金等がある場合は（ ）の６の金額）が100

5 家屋や土地等の取得対価の額

あ な た の 共 有 持 分
※共有の場合のみ書いてください。

あ な た の 持 分 に 係 る

取 得 対 価 の 額 等

①

②

家屋Ａ Ｂ Ｃ 合計土地等 Ｄ増改築等

ロ○  (Ａ の　＋Ｂ の　) 又は (Ｂ の　＋Ｄ の　) 

少 な い 方 の 金 額

控用 裏面

6 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高

新築、購入及び増改築等に係る
住宅借入金等の年末残高
連帯債務に係るあなたの負担割合

（ 　　　 の⑭の割合）(付表２)

(付表２)

こ
の
用
紙
は

○ ○

※連帯債務がない場合には、③の金額を書きます。

 (ロ×Ａの①) ( )のＣの⑰○付表１

⑥ × ⑦

居 住 用 割 合
※90％以上である場合には、100.0％と書きます。

居住用部分に係る住宅借入金等の年末残高

又は

(

ホ (ホ×Ｂの①) 

③

)

住宅借入金等の年末残高の合計額（　の⑧＋　の⑧＋　の⑧＋　の⑧)Ｅ ○○ Ｆ Ｇ Ｈ○○

※共有の場合のみ書いてください。

( )

２ 障害者(１に該当する方を除きます。)

３ 要介護認定又は要支援認定を受けている
（１又は２に該当する方を除きます。)

同居親族の方が該当する場合は、その方の氏名等を書きます。

氏名( ) 続柄( )

住　所

※

････････

⑨の金額を の「住宅借入金等の年末残高の合計額⑨」欄に転記します。

･･････････････････

･･････････････････

のＤの⑰

工 事 等 の 費 用 の 額

控除の適用を受けることができます。

④

⑤

⑥

⑦

⑧

住 宅 の み 土 地 等 の み 住宅及び土地等 増 改 築 等Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ
円

円

円

円

円

％

％ハ○ニ ÷○ ヘ リヌ ÷

⑨

交 付 を 受 け る

○

( ⑩ － ⑪ )

○ 付表１

17

7 特定の増改築等に係る事項 (特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合のみ書いてください。)

○

特定断熱改修工事等の費用の額

金等特別控除の適用を受ける場合に、あなた又は同居

※2

親族の方について該当する欄をチェックします。

( ⑫ ＋ ⑭ )

円

※1

円

円

の該当する算式のうち、いずれか一の算式により計算し、その番号を書きます。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額（100円未満の端数切捨て）

高齢者等居住改修工事等に係る特定増改築等住宅借入

※ の⑱の金額を転記します。 ⑱ 2 0 0 0 0 0
円

番
号

9 控除証明書の要否

1

8

一
面

国税庁HP(2016:05:20;08:55:24.0T)

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額

二面

二面

○

平成  年分以後に年末調整でこの控除を受けるため、控除証明書の
交付を要する方は、右の「要する」の文字を○で囲んでください。

※下の適用を受ける場合には、該当する文字を○で囲んでください。適用期間の特例

断熱改修工事等の費用の額

② 、②○ ○ ○○ ② ②

重 複 適 用 重複適用の特例
※左の重複適用（の特例）を受ける場合

○

又は○ ○

D

控
用

※2
特定の増改築等工事の費用の合計額

あ な た の 持 分 に 係 る 特 定 の
増 改 築 等 工 事 の 費 用 の 額

( ⑮ 又 は ⑮ ×   の ① )

特定増改築等住宅借入金等又は特定断熱改修住宅借入金等の年末残高
(⑨と⑯のいずれか少ない方の金額(最高200万円。ただし、住宅の
増改築等が特定取得に該当
する場合は、最高250万円。))

家屋の取得対価の額又は増改築等の費用の額（ の

高 齢 者 等 居 住 改 修
11

で
す
。
申
告
に
は
、
必
ず
提
出
用
を
使
っ
て
く
だ
さ
い
。

要する

13

16

14

．

12

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

○

○ ( )( )

○10

○

○

○

○

○

○

補 助 金 等 の 合 計 額

15

( )

二面

（ 　　　 の⑯の金額）

28

( )
円

Ｄの①

151 0061
東京都渋谷区初台
初台

テスト テスト

テスト テスト

2 7 1 1

0 0

0 0

03 0000 0000

3 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0

1 0 0

1 2 0

0 0 0 0 0 0 01

1 2 0

0 0

0 0

リリ×Ｄの①

3 0 0 0 0 0 0 0

○○ ○ 付表１

1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

⑥⑥× 又は

1 0 0 0 1 0 0 0

3 9 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0

3 9 0 0 0 0 0 0

3 9 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

3 9 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0

Ｆの⑰○ ○

（補助金等がある場合は(付表１)の③の金額）

（補助金等がある場合は(付表１)の④の金額）

に の19の金額を右に転記します。二面

万円を超えるときに、増改築等に係る住宅借入金等特別
付表１

○ ⑲
円

0 0

の

○ロ 又は の○リ ）に含まれる消費税額等が、８％の消費税及び地方消費税の税率により
課されるべき消費税額等である場合、右の「特定取得」の文字を○で囲んでください。

特 定 取 得4 特定取得に係る事項

２ ３

※ 2 　 ⑬ 欄 又 は ⑭ 欄 の 金 額 が 5 0 万 円 超 え る と き に 、 （ 特 定 ） 断 熱 改 修 工 事 等 に 係 る 特 定 増 改 築 等 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 の 適 用 を 受 け る こ と が で き ま す 。

ト○ ○÷ ○ ○



二
面

で
す
。
申
告
に
は
、
必
ず
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○次の該当する算式のうち、いずれか一の算式により計算します。

0 0

　二以上の住宅の取得等又は住宅の増改築等に係る住宅借入金等の金額がある場合（これらの住宅の取得等又は住宅の増改築等が同一の

平成13年１月１日から平
成13年６月30日までの間
に居住の用に供した場合

居住の用に供した日等

住宅借入金等の年末残高の合計額

算式等

住宅借入金
等特別控除
の適用を受
け る 場 合
（２から７
のいずれか
を選択する
場合を除き
ま す 。 ）

住宅借入金
等特別控除
の控除額の
特例を選択
し た 場 合

認定住
宅の新
築等に
係る住
宅借入
金等特
別控除
の特例
を選択
し た
場 合

の⑱欄に転記します。

(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除額

（100円未満の端数切捨て）

0 0

0 0

0 0

認定住
宅が認
定長期
優良住
宅に該
当する
と き

※ ２

0 0

(最高40万円)

平成24年中に居住
の用に供した場合

居住の用に供した日等

18

平成19年中に居住
の用に供した場合

平成18年中に居住
の用に供した場合

震災特例法
の住宅の再
取得等に係
る住宅借入
金等特別控
除の控除額
の特例を選
択した場合

算式等

18

⑱欄のかっこ内の金額は、居住の用に供した日の属する年における住宅の取得等又は住宅の増改築等に係る控除限度額となります。

定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書

平成19年中に居住
の用に供した場合

(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除額

(最高40万円)

（100円未満の端数切捨て）

平成25年中に居住
の用に供した場合

×0.01

0 0

0 0

円

番
号

4

＝9

18×

円

0.01＝9

18×0.01＝

円

0 0

平成23年中に居住
の用に供した場合

9

18×0.01

○重複適用又は震災特例法の重複適用の特例を受ける場合には、次の⑲欄を記載します。

又は

＝9

平成21年１月１日から平
成22年12月31日までの間
に居住の用に供した場合

18×0.01＝9

18×0.005＝

(最高40万円)

(最高50万円)

(最高15万円)

(最高10万円)

9

9

18×0.005

断熱改修工
事等に係る
特定増改築
等住宅借入
金等特別控
除を選択し
た 場 合

(最高12万５千円)

　一面
円

＝9

18×0.005

(最高15万円)

(最高12万円)

円

円

円

平成  年分　(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算

20000000

高齢者等居
住改修工事
等に係る特
定増改築等
住宅借入金
等特別控除
を選択した
場 合

年に属するもので、上記の表で同一の欄を使用して計算する場合を除きます。）には、その住宅の取得等又は住宅の増改築等ごとに

1

2

3

＝

⑱欄の金額を

円

円

　その作成した各明細書の⑱欄の金額の合計額を最も新しい住宅の取得等又は住宅の増改築等に係る明細書の⑲欄に記載します。

円

認定住
宅の新
築等に
係る住
宅借入
金等特
別控除
の特例
を選択
し た
場 合

円

円

の金額を転記します。

円

9

19

(最高30万円)

平成26年
1月1日か
ら平成27
年12月31
日までの
間に居住
の用に供
した場合

住宅の取得等が
特定取得に該当
するとき

19

認定住
宅が認
定低炭
素住宅
に該当
す る
と き

円

(最高25万円)

※ １

9

(特

円

(最高30万円)

⑲欄の金額を

方用）

氏 名 テスト テスト

○

※

18×0.005＝9

×0.006

住宅の取得等が
特定取得に該当
しないとき

0 0

0 0

＝

平成21年６月４日から平
成23年12月31日までの間
に居住の用に供した場合

9

× 180.006

0 0

＝

(最高30万円)

平成20年中に居住
の用に供した場合

(最高50万円)

9 0 0

×

18×

平成20年中に居住
の用に供した場合

一面

0.01＝9

18×0.01

2 7

＝

の金額（最高1,000万円）

9

18×0.01＝9

18

0 0

番
号

の金額 (　 ×

の⑲欄に転記します。

0 0

5

平成26年
1月1日か
ら平成27
年12月31
日までの
間に居住
の用に供
した場合

6

円

7

円

住宅の取得等が
特定取得に該当
するとき

住宅の取得等が
特定取得に該当
しないとき

平成25年中に居住
の用に供した場合

円

円

円

平成24年12月４日から平
成24年12月31日までの間
に居住の用に供した場合

×0.01＝

0 0

9

※

180.012＝

の

0.02
＋

一面

重複適用を受ける場合

震災特例法の重複適用
の特例を受ける場合

各明細書の控除額（⑱の金額）の合計額（住宅の取得等又は住宅の増改築等に
係る控除限度額のうち最も高い控除限度額が限度となります。）を記載します。

各明細書の控除額（⑱の金額）の合計額を記載します。 0 0
0 0

9

（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書（再び居住の用に供した

0 0

を作成します。

×

18×0.01＝9

18×0.01＝9

18×0.01＝9

18×0.01＝9

住宅の増改築等が特定取得に該当
するとき

住宅の増改築等が特定取得に該当
しないとき

住宅の増改築等が特定取得に該当
するとき

住宅の増改築等が特定取得に該当
しないとき

平成23年１月１日から平成25年12月31日までの
間に居住の用に供した場合

平成23年１月１日から平成25年12月31日までの
間に居住の用に供した場合

（ ａ － ＝

0 0

(最高20万円)

×

18

(最高60万円)

0.01
）

…… ａ（

(最高20万円)

）

2 0 0 0

9

17 ）
17

の金額（最高1,000万円）

の金額 (　 ×

0.012＝9

× 180.012＝9

× 180.012＝9

(最高12万５千円)

(最高12万５千円)

0.02
＋（ ａ － ＝

平成25年中に居住
の用に供した場合

平成24年中に居住
の用に供した場合

×0.01
）

平成26年
1月1日か
ら平成27
年12月31
日までの
間に居住
の用に供
した場合

住宅の取得等が
特定取得に該当
するとき

住宅の取得等が
特定取得に該当
しないとき

…… ａ（ ）
9

×0.01＝9

17 ）
17

の金額（最高1,000万円）

の金額 (　 × 0.02
＋（ ａ － ＝×0.01

）
…… ａ（ ）

9

17 ）
17

の金額（最高1,000万円）

の金額 (　 × 0.02
＋（ ａ － ＝×0.01

）
…… ａ（

18

18

18

18

18

18

(最高50万円) 円

(最高30万円) 円

(最高30万円) 円

(最高40万円) 円

円

(最高12万円) 円

(最高12万円) 円

円

(最高12万円) 円

(最高12万円) 円

(最高60万円) 円

(最高36万円) 円

(最高48万円) 円

平成26年
1月1日か
ら平成27
年12月31
日までの
間に居住
の用に供
した場合

平成26年
1月1日か
ら平成27
年12月31
日までの
間に居住
の用に供
した場合

平成26年４月１日から平
成27年12月31日までの間
に居住の用に供した場合

平成25年１月１日から平
成26年３月31日までの間
に居住の用に供した場合

平成23年１月１日から平
成24年12月31日までの間
に居住の用に供した場合

）
9

17 ）
17

の金額（最高1,000万円）

の金額 (　 × 0.02
＋（ ａ － ＝×0.01

）
…… ａ（ ）

9

17 ）
17

の金額（最高1,000万円）

の金額 (　 × 0.02
＋（ ａ － ＝×0.01

）
…… ａ（ ）

9

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

18

17 ）
17

控

用

こ
の
用
紙
は

控
用

提
出
用

を
使
っ
て
く
だ
さ
い
。



この明細書の書き方については、 の を参照してください。裏面 書き方
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控

用

補助金等がある場
合は の⑥の金額
を転記してくださ
い。○ 家 屋 ○ 土 地 等 ○ 増改築等

○土地等

増改築等

増改築等

増改築等

○家屋

氏名

こ
の
用
紙
は
、
控
用
で
す
。
申
告
に
は
、
必
ず
提
出
用
を
使
っ
て
く
だ
さ
い
。

補助金等の名称
※該当する箇所を○で囲んでください。

補助金等の内訳

平

この明細書は、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合で、平成23年６月30日以後に住宅の取得等若しくは住
宅の増改築等に係る契約をし、住宅の取得等若しくは住宅の増改築等に関し補助金等の交付を受けるとき、又は住宅取得等資金の
贈与税の非課税若しくは相続時精算課税選択の特例(以下、併せて「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。)の適用があると
きに、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」又は「（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書（
再び居住の用に供した方用）」(以下これらを「計算明細書」といいます。）の付表として使用します。

平

・

・ 家屋 ・土地等 ・家屋及び土地等

⑤

・

・

A B

①

②

平

③

補助金等控除前
の取得対価の額
交付を受ける

補助金等の合計額
取得対価の額
( ①－② )

円 円

3 住宅の増改築等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合

A○の③の金額を、 の「
」の○欄

に、○の③の金額を、 の「
」の

○欄に転記してください。

Ⅰ 補助金等の交付を受ける場合の取得対価の額等の計算

・

・ 家屋

交付年月日

・土地等 ・

補助金等の額（※）交付対象

家屋及び土地等
円

・

・ 家屋 ・

補助金等控除前の
増改築等の費用の額 ④

土地等 ・家屋及び土地等・

平 ・

・

⑥

⑩

交付を受ける
補助金等の合計額
増改築等の費用の額

( ④－⑤ )

円

4 （特定）断熱改修工事等の費用の額から控除すべき補助金等の交付を受ける場合

※ ⑥の金額が100万円を超えるときに、増改築等に係る住宅借入金等特別控除の適用を受ける
ことができます。

⑦

家屋 ・土地等

⑧

⑪

⑨

⑫

テスト テスト

断熱改修工事等の費用の額

特定断熱改修工事等の費用の額

・家屋及び土地等

交 付 を 受 け る
補助金等の合計額

交 付 を 受 け る
補助金等の合計額

・

( ⑦－⑧ )

1

※50万円を超える場合に限ります。

※50万円を超える場合に限ります。
( ⑩－⑪ )

円 円 円

円

（付表１）補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書

円 円

C

※ ⑨又は⑫の金額が50万円を超えるときに、（特定）断熱改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

D ○ 合 計E

増改築等

Ⅱ 住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算
住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けた場合に記入します。

F

⑬

⑭

⑮

※ 交付対象の別に合計した補助金等の額を次の から の「交付を受ける補助金等の合計額」欄に書いてください。

⑯

取得対価の額

２ ４

⑰

2 住宅の新築又は購入に関し補助金等の交付を受ける場合

あなたの共有持分
(計算明細書の①欄)

(⑬ × ⑭)

住宅取得等資金の贈与の
特例を受けた金額(※)
あなたの持分に係る

取得対価の額等
(⑮－⑯)

の○又は の○の③２ロ の○又は の○の③ホ ２ の○（ の⑥）３

／ ／ ／

円 円 円

円円

円

円円

計算明細書 リ計算明細書計算明細書 ○の⑬＋○の⑬又は○の⑬＋○の⑬

計算明細書

(平成 年分)

の「５
家屋や土地等の取
得対価の額」の①
をそれぞれ転記し
てください。

計算明細書の「５
家屋や土地等の取
得対価の額」の②
欄にそれぞれ転記
してください。

C D D F

計算明細書 ２新築
又は購入した家屋等に係る事項

計算明細書 ２
新築又は購入した家屋等に係る事項

B
ロ

ホ

計算明細書 ３増改築等をした部分に係る事項の「 」の○欄
に転記してください。

リ

の「 」の○の
②欄に転記してください。なお、共有持分がある場合は
「⑥× の○の①」の算式で計算した額を記入します。

計算明細書 ５家屋や土地等の取得対価の額

計算明細書 D

の「
」の⑬欄に転記してく

ださい。

の「
」の⑭欄に転記してく

ださい。

計算明細書 ７特定の増改築等
に係る事項

計算明細書 ７特定の増改築等
に係る事項

27

D

平成23年６月30日以後に住宅の取得等又は住宅の増改築等に係る契約をし、その住宅の取得等又は住宅の増改築等に関し補助金等
の交付を受ける場合に記入します。

30,000,000 10,000,000

30,000,000 10,000,000 40,000,000

0

30,000,000

0

10,000,000

40,000,000

40,000,000

0

(赤字のときは0)

(赤字のときは0)(赤字のときは0)

Ａ Ｂ

(赤字のときは0) (赤字のときは0) (赤字のときは0) (赤字のときは0)

なお、「家屋及び土地等」の補助金等の額がある方は、 の 又は の算式で計算した⑱又は⑲の額をそれぞれ の②裏面２（2） イ ロ
欄又は の②欄に転記します。

A
B

３

の の 又は の算式で計算した⑳又は○の金額をそれぞれ○の⑯欄又は○の⑯欄に転記します。21 C D
※ 住宅取得等資金を「家屋及び土地等」の取得等に充てた場合や家屋と土地等のいずれの取得等に充てたか明らかでない場合には、

３ イ ロ
裏面



提 出 書 類 等 の チ ェ ッ ク シ ー ト

確定申告書等作成コーナーのご利用ありがとうございました。
この提出書類等チェックシートは、確定申告書等作成コーナーで作成した申告書等や別途税務署に提

出していただく書類等をご確認いただくものです。
記載内容をご確認の上、出力した申告書とともに添付書類を住所地等を所轄する税務署へ提出してく

ださい。

確定申告書等作成コーナーを利用された方につきましては、翌年の申告書の送付を
行わないこととさせていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

作成した申告書等の内容から申告書に添付又は提示する必要があると思われる書類は、次のとおりです。

3 源泉徴収票や控除証明書等については、申告書等と併せて出力した「添付書類台紙」（出力していない場合は適宜の用紙）に貼ってください。
4 「財産債務調書」等は、財産債務調書の提出が必要な方に「該当する場合」を選択した場合に表示されます。
※「作成有無」欄に「○」の表示がない場合は、別途作成して提出してください。なお、様式は国税庁ホームページに掲載しています。

5 複数の欄に同一書類名が表示されることがありますが、税務署への提出は1部（1通）で結構です。
6 入力内容によっては、添付又は提示する必要がある書類が、正しく表示できない場合があります。ご不明な点がございましたら、
国税庁ホームページをご確認いただくか、税務署へおたずねください。

平成28年３月15日（火）まで

（このチェックシートを提出する必要はありません。）

【提出書類等のご案内】
関係項目等 提 出 （ 添 付 又 は 提 示 す べ き ） 書 類 等

確定申告書 ○ 申告書Ｂ第一表（提出用）

作成
有無

確定申告書 ○ 申告書Ｂ第二表（提出用）

給与所得 給与所得の源泉徴収票（原本）

住宅借入金等特別控除 ○ （特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書（提出用及び住民税用）

住宅借入金等特別控除 ○ （付表１）補助金等の交付又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の

取得対価の額等の計算明細書

住宅借入金等特別控除 住宅借入金等特別控除に関する書類等（詳細は、別紙をご覧ください。）

＜留意事項等＞
1 「作成有無」欄に「○」の表示があるものは、確定申告書等作成コーナーで作成した書類です。
2 「関係項目等」欄に（注）の表示ある書類については、給与所得のある方が年末調整の際に適用を受けている場合、提出不要です。

　 平 成   年 分 の 所 得 税 及 び 復 興 特 別 所 得 税 の 申 告 と 納 税 は 、
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【提出方法及び納付方法等のご案内】 【提出先税務署のご案内】
○ 提出方法

申告書等は、郵便又は信書便による送付（送料は各人の負担になり
ます。）のほか、所轄の税務署への持参、時間外収受箱への投函によ
る提出も受け付けています。

郵送等により提出する方で、申告書の控えに収受日付印が必要な方
は、申告書の控えのほか返信用封筒（宛名をご記入の上、所要額の切
手を貼ってください。）を同封していただければ、収受日付印を押印
し、返送いたします。

です。納期限までにお近くの金融機関
又は所轄の税務署の納税窓口で納付してください（確定申告書の提出
後に、納付書の送付や納税通知等によるお知らせはありませんので、
ご注意ください。）。

○ 納付方法

また、預貯金残高を確認しておくだけで、金融機関又は所轄の税務
署に出向かなくても自動的に納付できる大変便利な振替納税もご利用
いただけます（期限内に申告をされた方に限ります。）。

「提出先税務署」の所在地等を印刷していますので、郵送等
により書類を提出する場合には、点線部分で切り離し、封筒に
貼るなどしてご利用ください。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

〒 150 - 8333

渋谷区宇田川町1番10号
渋谷地方合同庁舎

行渋谷税務署
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提出書類等のチェックシート（別紙）
【住宅借入金等特別控除の添付書類等のご案内】

住宅ローン等を利用して、家屋の新築、取得又は増改築等をして、自己の居住の用に供した場合の「住宅借入金等
特別控除」の適用を受けるために必要な添付書類は下表のとおりですので、提出前にご確認ください。

詳しくは、国税庁ホームページ等で確認されるか、所轄の税務署にお問い合わせください。

１ この控除を受ける最初の年分

イ 認定住宅が

④ 経過年数基準及び耐震基準の要件に当てはまらない家屋で、その家屋の取得の日までに耐震改修を行うことについ
て申請をし、かつ、居住の日までにその耐震改修により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであ
る場合は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則別記第５号様式に規定する認定申請書の写し、耐震基準適
合証明申請書（住宅の取得の日までに当該申請書の提出が困難な場合には、耐震基準適合証明仮申請書）の写し、建
設住宅性能評価申請書（住宅の取得の日までに当該申請書の提出が困難な場合には、建設住宅性能評価仮申請書）の
写し又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書（当該契約の申込日が記載されているものに限ります。）の写
し及び耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書の写し（構造躯体の倒壊防止に係る耐震等級の評価が等級１、等級

(1)

新
築
住
宅

(2)

中
古
住
宅

(3)

増
改
築
等

２又は等級３であるもの）又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約（住宅瑕疵担保責任保険法人が引受けを行う一定
の保険契約）が締結されていることを証する書類（平成26年４月１日以後に家屋を取得する場合に限ります。）
※ 平成26年４月１日以後に家屋を取得する場合に限ります。

① 住民票の写し
② 家屋の登記事項証明書（原本）、請負契約書の写し、売買契約書の写し、交付を受ける補助金等の額を証する書類

（注）又は住宅取得等資金の贈与の特例に係る住宅取得等資金の額を証する書類の写し（注）などで、家屋の取得年
月日、取得対価の額、床面積及び特定取得に該当する場合には、その該当する事実を明らかにする書類

③ 金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」（２か所以上から交付を受けてい
る場合は、その全ての証明書）

④ 家屋とともに購入したその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等についてこの控除を受ける場合は、敷地の登記事
項証明書（原本）、売買契約書の写し、敷地の分譲に係る契約書の写し、交付を受ける補助金等の額を証する書類
（注）又は住宅取得等資金の贈与の特例に係る住宅取得等資金の額を証する書類の写し（注）などで、敷地の購入年
月日及び取得対価の額を明らかにする書類

⑤ 認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例の適用を受ける場合は、上記に加え、次の区分に応じそれぞ
れに掲げる書類

（注）平成23年６月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結した場合に限ります。

(ｲ) その家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し（長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受け
た場合は、変更認定通知書の写し、認定計画実施者の地位の承継があった場合には認定通知書及び地位の承継
の承認通知書の写し）

(ﾛ) 住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書

① (1)の①～④の書類
② 住宅借入金等が債務の承継に関する契約に基づく債務であるときは、その契約に係る契約書の写し
③ 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する建物の場合は、耐震基準

適合証明書（その家屋の取得前２年以内にその証明のための家屋の調査が終了したものに限る。）、建設住宅性能評
価書の写し（その家屋の取得前２年以内に評価されたもので、耐震等級（構造躯体の倒壊防止等）に係る評価が等級
１、等級２又は等級３であるものに限る。）又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する
書類（住宅瑕疵担保責任保険法人が引受けを行う一定の保険契約であって、その家屋の取得前２年以内に締結したも
のに限る。）（※）
※ 平成25年４月１日以後に取得し居住の用に供した場合に適用されます。

認定長期優良住宅 に該当するとき
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① (1)の①、③の書類
② 増改築等した家屋の登記事項証明書（原本）、請負契約書の写し、交付を受ける補助金等の額を証する書類（注）

又は住宅取得等資金の贈与の特例に係る住宅取得等資金の額を証する書類の写し（注）などで、増改築等した年月
日、費用の額、床面積及び特定取得に該当する場合には、その該当する事実を明らかにする書類

③ 建築確認済証の写し、検査済証の写し又は建築士等から交付を受けた増改築等工事証明書
④ 高齢者等居住改修工事等又は断熱改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けられる場合

は、この控除の適用を受けるために必要な一定の書類（詳しくは、「特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けられ
る方へ」を参照してください。）

ロ 認定住宅が 低炭素建築物 に該当するとき
(ｲ) その家屋に係る低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し（低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた

場合は、低炭素建築物新築等計画変更認定通知書の写し）
(ﾛ) 住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定低炭素住宅建築証明書

ハ 認定住宅が低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当するとき
特定建築物用の住宅用家屋証明書（平成25年６月１日以後に住宅の取得等をし、居住の用に供した場合に限る。）



提出書類等のチェックシート（別紙）
【住宅借入金等特別控除の添付書類等のご案内】

震災特例法の適用期間の特例等の適用を受けるために必要な次に掲げる書類等（詳しくは、「東日本大震災により自己
の所有する家屋が被害を受け居住の用に供することができなくなった場合に住宅借入金等特別控除等を受けられる方へ」
を参照してください。）
【震災特例法の適用期間の特例を受けられる方】

(1)の③の書類
【震災特例法の住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例又は重複適用の特例を受けられる方】

① 通常の住宅借入金等特別控除を受けるために必要な(1)～(4)の書類
② 市町村長又は特別区の区長の従前住宅に係る東日本大震災による被害の状況等を証する書類（り災証明書）（その

写しを含む。）
③ 従前住宅の登記事項証明書（原本）（滅失した住宅については閉鎖登記記録に係る登記事項証明書（原本））
④ 被災者の住民票の写し（その被害を受けた時及びその後におけるその方の住所を明らかにするものに限る。）

(4)

再
居
住

上記１の(1)の③の書類
２ この控除を受ける２年目以降の年分（年末調整済の場合を除く。）

(5)

震
災
特
例
法

＜住宅借入金等特別控除の入力画面で「控除額の計算がお済みの方」を選択された方＞

【再び居住の用に供した場合の再適用を受けられる方】
(1)の①、③の書類

【再び居住の用に供した場合の適用を受けられる方】
① 住民票の写しや家屋の登記事項証明書（原本）、請負契約書の写しなど、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除

を受けるための添付書類（詳しくは、当初居住年の「住宅借入金等特別控除を受けられる方へ」や「特定増改築等住
宅借入金等特別控除を受けられる方へ」を参照してください。）

② 転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由が生ずる前において居住の用に供していたことを証する書類（当
該事由が生ずる前にその家屋を居住の用に供した日が記載されている住民票の写し等）

③ 転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由によりその家屋を居住の用に供さなくなったことを明らかにする
書類

上記１又は２に記載されている書類のほか、受けられる控除に応じて、「（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明
細書」、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書（再び居住の用に供した方用）」等を別途作成の上、提出してください。
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